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資料２ 

広 島 市社 会福祉 審 議会 運営規 程 

 

 

 昭和５５年４月１日施行の広島市社会福祉審議会運営規程の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、広島市社会福祉審議会条例（平成１２年広島市条例第７号。以下「条例」とい

う。）第８条の規定に基づき、広島市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の運営に関して必

要な事項を定めるものとする。 

 （副委員長） 

第２条 審議会には、委員長のほか副委員長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （専門分科会） 

第３条 審議会には、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１１条第１項、第２項及び第１２条

第２項に定める専門分科会として次に掲げるものを置く。 

 (1) 民生委員審査専門分科会 

 (2) 障害福祉専門分科会 

 (3) 児童福祉専門分科会 

 (4) 高齢福祉専門分科会 

２ 障害福祉専門分科会は、身体障害者の福祉に関する事項のほか、知的障害者及び心身障害児の福

祉に関する事項を調査審議する。 

３ 専門分科会には、専門分科会長のほか専門分科会副会長１人を置き、専門分科会に属する委員及

び臨時委員の互選によってこれを定める。 

４ 専門分科会副会長は、専門分科会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 専門分科会の会議については、条例第４条に定める審議会の例による。 

６ 専門分科会長は、専門分科会に付託された事項について審議を終了したときは、その結果につい

て、委員長に報告するものとする。 

 （部会） 

第４条 社会福祉法施行令（昭和３３年政令第１８５号。以下「令」という。）第３条第１項に定め

る審査部会のほか、児童福祉専門分科会に次の各号に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定め

る事務を行う。 

(1) 入所措置等専門部会 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第６項に規定する措

置及び同法第３３条第５項に規定する意見具申に関する調査審議等 
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(2) 里親等専門部会 児童福祉法第８条第２項に規定する調査審議、同法第３３条の１５第３項、

第４６条第４項及び第５９条第５項、児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）第２９条並

びに母子及び寡婦福祉法施行令（昭和３９年政令第２２４号）第１３条に規定する意見具申 

(3)  教育・保育施設提供体制等検討部会 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「支援法」という。）第３１条第２項、第４３条第３項及び第６１条第７項（特定教育・保育施

設、特定地域型保育事業及び地域子ども・子育て支援事業（延長保育事業、病児・病後児保育事

業及び一時預かり事業に限る。）に関する部分に限る。）に規定する意見具申 

(4)  地域子ども・子育て支援事業提供体制等検討部会 支援法第６１条第７項（地域子ども・子育

て支援事業（延長保育事業、病児・病後児保育事業及び一時預かり事業を除く。）に関する部分

に限る。）に規定する意見具申 

２ 入所措置等専門部会、里親等専門部会、教育・保育施設提供体制等検討部会及び地域子ども・子

育て支援事業提供体制等検討部会に属すべき委員及び臨時委員は、児童福祉専門分科会に属する委

員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。 

３ 第１項に規定する部会（以下「部会」という。）に、部会長及び副部会長各１人を置き、部会に

属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。 

４ 部会長は、部会の調査審議の経過及び結果を専門分科会長に報告するものとする。 

５ 副部会長は、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （審議会の審議事項並びに専門分科会及び部会の専決事項） 

第５条 審議会の審議事項並びに令第２条第３項に掲げる民生委員審査専門分科会及び令第３条第

３項に掲げる審査部会の専決事項のほか各専門分科会及び各部会の専決事項は、別表のとおりとす

る。 

 （庶務） 

第６条 審議会の庶務は、健康福祉局健康福祉企画課において処理する。 

２ 専門分科会及び部会の庶務は、健康福祉局及びこども未来局の所管課においてそれぞれ処理する。 

 

    附 則 

  この規程は、審議会で定めた日から施行する。（H11.6.14改正） 

    附 則 

  この規程は、審議会で定めた日から施行する。ただし、別表の改正規定中、身体障害者福祉法の

区分の「身体障害者福祉法第１５条の規定に基づいて指定した医師の取消しについての意見具申」

に係る部分並びに母子及び寡婦福祉法の区分に係る部分は、平成１５年４月１日から施行する。

（H15.3.24改正） 

    附 則 

  この規程は、審議会で定めた日から施行する。（H15.11.4改正） 
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    附 則 

  この規程は、審議会で定めた日から施行する。（H17.4.28改正） 

    附 則 

  この規程は、審議会で定めた日から施行する。（H17.11.2改正） 

    附 則 

  この規程は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

    附 則 

  この規程は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

 附 則 

  この規程は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成 21年 8月 4日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成 25年 7月 26日から施行する。 

   

 



法７条２項 ●

法７条２項 ●

法７条２項 　 ●

法 11 条 1
項

●

法 15 条 ２
項

●

令３条３項 ●

令５条 ●

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

法59条 ●

法 18条の
2
3項

●

法 19 条 2
項

●

別表　　審議会における審議事項並びに専門分科会及び部会における専決事項について

区　　　　分 審議会

民生委
員審査
専門分
科会

障害福
祉専門
分科会

審査部
会

児童福
祉専門
分科会

高齢福
祉専門
分科会

入所措
置等専
門部会

里親等
専門部
会

地域子
ども・子
育て支
援事業
提供体
制等検
討部会

身体障害者手帳交付申請
に添付する診断書を作成
する医師の指定について
の意見具申

身体障害者福祉法第１５
条の規定に基づいて指定
した医師の取消しについ
ての意見具申

身体障害者の障害程度の
諮問に対する答申

老人福祉計画の推進等に
関する意見具申

民生委員の適否の審査

社
会
福
祉
法

社会福祉に関する事項に
ついての市長の諮問に対
する答申

社会福祉に関する事項に
ついての関係行政庁に対
する意見具申

身
体
障
害
者
福
祉
法

老人居宅生活支援事業者
等に対する事業の制限又
は停止の命令についての
意見具申

養護老人ホーム又は特別
養護老人ホームの事業の
廃止の命令又は設置認可
の取消しについての意見
具申

老
人
福
祉
法

教育・保
育施設
提供体
制等検
討部会

更生医療を行う医療機関
の指定又は指定の取消し
についての意見具申
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法8条4項 ●

法8条4項 ●

法8条4項 　 ●

法8条4項 　 ●

法8条4項
法27条6
項
令32条1
項

●  

児童の福祉
の部分（心
身障害児を
除く。）

●

知 的 障 害
者 及 び 心
身障害児の
福祉の部分

●

法 33 条 5
項

●  

児童の福祉
の部分（心
身障害児を
除く。）

　 ●  

知 的 障 害
者 及 び 心
身障害児の
福祉の部分

●

児童の福祉
の部分（心
身障害児を
除く。） 　 ●  

知 的 障 害
者 及 び 心
身障害児の
福祉の部分 ●

高齢福
祉専門
分科会

区　　　　分 審議会

民生委
員審査
専門分
科会

障害福
祉専門
分科会

審査部
会

入所措
置等専
門部会

地域子
ども・子
育て支
援事業
提供体
制等検
討部会

法 33条の
15　3項

入所措
置等専
門部会

里親等
専門部
会

教育・保
育施設
提供体
制等検
討部会

児
童
福
祉
法

児童福
祉専門
分科会

児童の措置についての児
童相談所に対する意見具
申

児童及び知的
障害者の福祉
増進のための
芸能、出版物、
がん具、遊技
等の推薦又は
製作者等に対
する勧告

法8条7項

児童、妊産婦及び知的障
害者の福祉に関する事項
についての市長の諮問に
対する答申

児童福祉施設
の事業の停止
の命令につい
ての意見具申

法 46 条 4
項

児童、妊産婦及び知的障
害者の福祉に関する事項
についての関係行政機関
に対する意見具申

被措置児童等
虐待に関する
措置について
の意見具申

親権者等の意に反して２か
月を超えて一時保護を行
おうとするとき及び一時保
護を行った後２か月を経過
するごとの一時保護継続
についての意見具申

自立援助ホーム及びファミ
リーホームの開設及び運
営に関する意見具申

次世代育成支援対策に係
る行動計画の推進等に関
する意見具申
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審議会

民生委
員審査
専門分
科会

障害福
祉専門
分科会

審査部
会

児童福
祉専門
分科会

入所措
置等専
門部会

里親等
専門部
会

教育・保
育施設
提供体
制等検
討部会

地域子
ども・子
育て支
援事業
提供体
制等検
討部会

高齢福
祉専門
分科会

法 59 条 5
項

　 ●

令29条 　 ●

児童の福祉
の部分（心
身障害児を
除く。） ●

知 的 障 害
者 及 び 心
身障害児の
福祉の部分 ●

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関

す
る
法
律

法 4条 5項
（平成２０年
３月１４日厚
生 労 働 省
雇用均等・
児 童 家 庭
局 総 務 課
長通知）

●  

法７条 ●

法７条 ●

法７条 ●

法7条 ●

児
童
福
祉
法

令13条 　 ●　

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法

 

里親の認定

児童福祉施設
への最低基準
の向上の勧告
についての意
見具申 施設最低

基準３条１
項

児童虐待を受けた児童が
その心身に著しく重大な被
害を受けた事例について
の分析、調査研究、検証

区　　　　分

母
子
保
健
法

無認可施設の事業の停止
又は施設の閉鎖の命令に
ついての意見具申

母子保健に関する事項に
ついての市長の諮問に対
する答申

母子保健に関する事項に
ついての関係行政機関に
対する意見具申

母子家庭の福祉に関する
事項についての市長の諮
問に対する答申

母子家庭の福祉に関する
事項についての関係行政
機関に対する意見具申

母子福祉資金及び寡婦福
祉資金の貸付けの停止に
ついての意見具申
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審議会

民生委
員審査
専門分
科会

障害福
祉専門
分科会

審査部
会

児童福
祉専門
分科会

入所措
置等専
門部会

里親等
専門部
会

教育・保
育施設
提供体
制等検
討部会

地域子
ども・子
育て支
援事業
提供体
制等検
討部会

高齢福
祉専門
分科会

法 31 条 2
項 　 　 ●

法43条第
3項

　 　 ●

ア 特 定 教
育 ・ 保育施
設、特定地
域型保育事
業及び地域
子ども・子育
て支援事業
（延長保育事
業、病児・病
後児保育事
業及び一時
預かり事業に
限る。）に関
する事項

　 ●

イ 地域子ど
も・子育て支
援事業（延長
保育事業、
病児・病後児
保育事業及
び一時預か
り事業を除
く。）に関する
事項

●

ウ　ア及びイ
以外の事項

●

法 77 条 1
項

　 ● 　

法61条7
項

区　　　　分

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

子ども・子育て
支援事業計画
の策定等に関
する意見具申

子ども・子育て支援に関す
る施策の総合的かつ計画
的な推進に関する調査審
議

特定地域型保育事業の利
用定員の設定に関する意
見具申

特定教育・保育施設利用
定員の設定に関する意見
具申
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